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一＜般会計補正予算
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議第65号

平成22年度滋賀県一般会計補正予算（第８号）

平成22年度滋賀県の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,112,666千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ519,075,141千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条地方侭の追加および変更は、「第３表地方償補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子
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歳入

第１表歳入歳出予算補正

歌 項 補正前の額 補正額 計

１県税

１県民税

２事業税

３地方消費税

４不動産取得税

５県たばこ税

６ゴルフ場利用税

７自動車取得税

８軽油引取税

９自動車税

１０鉱区税

１２産業廃棄物税

１３旧法による税

千円

120,200,000

51,090,000

18,030,400

11,404,900

3,614,400

2,935,800

1,421,000

2,327,500

10,369,100

'8,942,900

8,100

32,900

500

千円

14,460,000

5,557,100

8,023,200

269,800

114,500

△306,200

△118,300

△101,900

1,192,700

△183,700

500

12,400

△１００

千円

134,660,000

56,647,100

26,053,600

11,674,700

3,728,900

2,629,600

1,302,700

2,225,600

11,561,800

18,759,200

8,600

45,300

４００

２地方消費税澗算

金

１

鷲方消費税清算

20,360,000

20,360,000

2,996,000

2,996,000

23,356,000

23,356,000

３地方譲与税

１

螺法人特別譲
２

驚方揮発油譲与

15,789,000

13,600,000

2,042,000

1,405,677

1,395,677

10,000

17,194,677

14,995,677

2,052,000

４市町たばこ税県

交付金

１
鯛驚ぱこ税県

202,000

202,000

△56,000

△56,000

146,000

146,000
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敦 項 補正前の額 補正額 計

５地方特例交付金

１地方特例交付金

千円

1,990,000

1,990,000

千円

△７８，５０２

△７８，５０２

千円

1,911,498

1,911,498

６地方交付税

ｌ地方交付税

107,365,004

107,365,004

3,307,174

3,307,174

110,672,178

110,672,178

７交通安全対策特

別交付金

｝繍篭対策特

560,000

560,000

△70,000

△70,000

490,000

490,000

８分担金及び負担

金

１分担金

２負担金

4,174,056

2,414,622

1,759,434

△６２，５８１

△６４，６５５

2,074

4,111,475

2,349,967

1,761,508

９使用料及び手数

科

１使用料

２手数料

３証紙収入

4,868,355

2,437,893

81,392

2,3490070

△278,077

△128,946

△４，１９７

△144,934

4,590,278

2,308,947

77,195

2,204,136

10国庫支出金

１国庫負担金

２国庫補助金

３委託金

61,033,750

35,762,721

22,827,516

2,443,513

△3,620,862

△1,727,374

△1,442,329

△４５１，１５９

57,412,888

34,035,347

21,385,187

1,992,354

１１財産収入

ｌ財産運用収入

２財産亮払収入

４，５１３，４７８

852,077

3,661,401

682,410

△５６，６７４

739,084

5,195,888

795,403

4,400,485

１２寄附金

１寄附金

96,449

96,449

２，６５５

２，６５５

99,104

99,104

１３綴入金 30,764,577 △4,927,167 25,837,410
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款 項 補正前の額 補正額 計

１特別会計繰入金

２基金繰入金

千円

2,315,264

28,449,313

千円

402,370

△5,329,537

千円

2,717,634

23,119,776

１４操越金

１操越金

１

１

1,020,492

1,020,492

1,020,493

1,020,493

１５藷収入

１延滞金ｶﾛ算金及
ぴ渦料等

２県預金利子

３貸付金元利収入

４受託事業収入

５収益事業収入

６利子割精算金収
入

７雑入

42,890,805

469,727

5,011

34,107,311

1,281,930

4,115,598

11,000

2,900,228

△6,036,753

△９，５３３

3,492

△5,096,402

△290,198

△645,387

△３９８

1,673

36,854,052

460,194

8,503

29,010,909

991,732

3,470,211

10,602

2,901,901

１６県償

１県償

100,155,000

100,155,000

△4,631,800

△4,631,800

95,523,200

95,523,200

歳入合～計 514.962,475 4.112.666 519,075,141

議出

款 項 補正前の額 補正額 計

１議会費

１議会費

千円

1,173,002

1,173,002

千円

△１０，５７８

△１０，５７８

千円

1,162,424

1,162,424

２政策調整費

１企画調整費

２防災費

13,070,531

11,123,946

1,946,585

△259,073

△147,160

△１１１，９１３

12,811,458

10,976,786

1,834,672
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款 項 補正前の額 補正額 計

３総務費

１総務管理費

２徴税費

３市町振興費

４選挙費

５統計調査費

６人事委員会費

７監査委員費

千円

26,040,213

13,614,574

4,703,466

5,050,431

1,608,814

803,363

93,955

165,610

千円

13,769,744

14,560,843

△４８，０８１

△128,261

△492,450

△126,168

△４，２１６

8,077

千円

39,809,957

28,175,417

4,655,385

4,922,170

1,116,364

677,195

89,739

173,687

４県民文化生活費

１県民生活費

２文化費

5,855,446

2,892,222

2,963,224

△147,160

△132,595

△１４，５６５

5,708,286

2,759,627

2,948,659

５琵琶湖環境費

１水政費

２環境費

３下水道賛

４森林林業費

21,455,413

2,639,306

3,656,690

3,549,569

11,609,848

△488,117

△６８，５６５

11,284

△３９，６７５

△391,161

20,967,296

２，５７０，７４１

3,667,974

3,509,894

11,218,687

６健康福祉費

１社会福祉費

２児童福祉費

３生活保護費

４災害救助費

５公衆衛生費

６生活衛生費

84,732,584

38,601,589

16,304,538

1,195,997

10,908

23,145,025

1,170,045

△376,984

△536,387

△431,719

16,015

71,339

265,953

48,869

84,355,600

38,065,202

15,872,819

1,212,012

82,247

23,410,978

1,218,914
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款 項 補正前の額 補正額 計

７地域健康福祉費

８医薬費

千円

1,202,826

3，１０１，６５６

千円

△２９，４９７

218,443

千円

1,173,329

3,320,099

７商工観光労働費

１商工業費

２中小企業費

３観光費

４労政費

５職業訓練費

６労働委員会費

33,569,037

4,196,063

21,970,271

451,976

5,882,406

971,019

９７，３０２

△4,951,187

△210,660

△4,142,513

26,174

△524,546

△９７’８１１

△１，８３１

28,617,850

3,985,403

17,827,758

478,150

5,357,860

873,208

95,471

８農政水産業費

１農業費

２畜産業費

３農地．饗

４水産業菱

18,026,352

5,034,911

1,618,850

10,374,475

998,116

△1,671,683

△663,697

△７４，４７７

△935,164

1,655

16,354,669

4,371,214

1,544,373

9,439,311

999,771

49,638,762 1,110,106 50,748,868

ｌ土木交通管理費 7,258,344 2,073,501 9,331,845

２道路橋りょう費 26,152,062 987,035 27,139,097

３河ノI’費 8,384,437 △1,361,551 7,022,886

４港湾費 839,565 △１．１４４ 838,421

５砂防費 3,462,764 △136,336 3,326,428

６都市計画費 ，1,234,933 △315,476 919,457

７公園費 546,404 △８，２４１ 538,163

８達築費 810,507 △６０，７７９ 749,728
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’１

款 項 補正前の額 補正額 計

９住宅費
千円

949,746
千円

△６６，９０３
千円

882,843

１０響察費

１警察管理費

２警察活動費

28,832,468

26,453,144

2,379,324

△456,359

△304,929

△１５１，４３０

28,376,109

26,148,215

2,227,894

１１教育費

１教育総務費

２小学校賢

３中学校賛

４高等学校費

５特別支援学校費

６大学費

７社会教育費

８保健体育費

128,580,276

16,245,447

43,367,489

25,216,026

27,297,368

11,089,848

2,777,303

1,671,686

915,109

△2,398,825

△1,361,028

△８８，００３

△281,986

△239,772

△354,426

△９，６３１

△８３，８４２

19,863

126,181,451

14,884,419

43,279,486

24,934,040

27,057,596

10,735,422

2,767,672

1,587,844

934,972

１２災害復ｌ日費

l琵琶湖環境施設
鍵害槇１日轡

２

鶴艫施設災
３土木交通施設災
害復旧響

677,637

10,846

75,541

591,250

△528,508

33,364

△～６１，３６２

△500,510

149,129

44,210

14,179

90,740

１３公債費

ｌ公債費

76,500,554

76,500,554

△１，１５１，２６０

△1,151,260

75,349,294

75,349,294

１４藷支出金

１県税交付金等

26,680,200

26,680,200

1,672,550

1,672,550

28,352,750

28,352,750

歳出合計 514.962,475 4,112,666 519.075.141
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第２表債務負担行為補正

番号 事項 期間 限度額

１２９ 滋賀県土地開発公社公共用地先
行取得事業

催
原駅周辺における地域

化のための中核施設用釘

平成23年度から

平成27年度まで

991,762千円および管理費相当
額の合計額

130 選挙公報作成配送業務 平成２３年度 １６ ２５０千円

1３１ 緊急地方道路整備事業

(麻生古屋梅ノ木線）
平成２３年度 ３８ ０００千円
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第３表地方償補正

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

団体誉土地改良事業費

団体営農村整備事業費

千円

5,100

3,100

普通貸借また
は証券発行

％

10.0以内

(ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率）

借入日の翌日から５年以

内据え置き、５０年以内の期

間において償還する。

ただし、借入先の融資条

件、財政その他の都合によ

り償還期間の短縮および据

霞期間の延長をし、または

繰上償還を行うことができ

る 。

計 8.200

２変更

起債の目的 補）正前限度額 補正後限度額

防災行政施設整備事業費 ７２５

千円

１００ ６６３

千円

５００

造林事業賢 ３２０ ７００ ３０３ ９００

林道事業贄 １０９ １００ ９１ ０００

治山事業賛 ７１９ ２００ ７１７ ５００

上水道供給事業出資金 １６１ ２００ １６０ ６００

家畜保健衛生所整備事業費 ４８ １００ ３７ ８００

県営かんがい排水事業費 ４１４ ０００ ３５８ ８００

県営経営体育成基盤整備事業費 ５１４ ２００ ４９２ ２００

県営農道整備事業費 ２４ ０００ ２０ ７００
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起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

県営中山間地域総合整備事業費 ９１
千円

４００ ８９
千円

９００

県営みずすまし事業費 ２０ １００ ２４ ５００

農村活性化事業費 ２ ５００ １ ９００

県営農地防災事業費 ３２７ ８００ ３０２ ７００

県営地すべり防止対策事業費 １３ １００ ３ １００

水産基盤整備事業費 ７０ ９００ ６８ ７００

雪寒地域建設機械整備事業費 ８ ０００ ３ ７００

特定交通安全施設整備事業費 ８０ １００

直轄道路事業饗 ５ ７７７ １００ ６ ７２９ ４００

地方道路等整備事業費 ８ ９８７ ３００ ８ ８３７ １００

単独道路改良事業費 １ １６４ ６００ １ １７８ ４００

広域河川改修事業費 １ ２６０ ０００ ８６３ goo

総合流域防災事業費 １ ２７５ １００ １ １５０ ０００

鍵憲地基盤特定治水施設等整備 ３４６ ９００ ３６７ ９００

直轄河川事業賢 ３８４ １００ ３１０ ８００

河ノI｜災害関連事業費 ５３ ３００

河川等整備事業費 １ ８５６ ２００

単独河川改良事業費 ４４ ８００ ２１ ３００

通常砂防事業費 ５２６ ７００ ５１２ ８００

地すぺり対策事業費 １６ ０００ １５ ５００

直轄砂防事業費 ７４ １００ ３７ ５００

急傾斜地崩壊対策事業費 １６６ １００ １６０ ９００

単独急傾斜地崩壊対策事業費 １６２ ｇｏｏ １３９ ９００
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起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

都市計画街路事業費 ５８

千円

６００ ３７
千円

８００

市街地再開発事業費 ３３ ５００ ２２ ９００

公営住宅建設事業費 １８２ ８００ １６９ ６００

警察施設整備事業費 ３１ ３００ ３０ ８００

補助交通安全施設整備事業費 ６７ ５００ ５７．９００

単独交通安全施設整備事業費 ８７ ２００ ８２ ４００

高等学校施設整備事業費 ７８０ ０００ ６９８ ７００

特別支援学校施設整備事業費 １５ ３００ ９ ０００

§営農地農業用施設災害復'日事業
１ ６００

騨営農地農業用施設災害復旧事 １ ２００

補助土木施設災害復旧事業費 １８４ ０００ ２ ７００

臨時財政対策償 ６５ ６００ ０００ ６８ ８７０ ０００

退職手当償 ５ ５００ ０００

計 １００ １５５．０００ ９５．５１５ ０００
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度
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賀
県
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計
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（
第
１
号
）

議第66号

平成22年度滋賀県市町振興資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の市町振興資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ700,745千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ2,717,745千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子
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歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

２諸収入

１貸付金元利収入

千円

1,717,000

1,717,000

千円

700,610

700,610

千円

2,417,610

2,417,610

３操越金

１操越金

歳入合計 2,017,000

135

135

700,745

135

１３５

2,717,745

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

１総務費

1

聰蕊資金費

千円

2,017,000

2,017,000

千円

700,745

700,745

千円

2,717,745

2,717,745

歳出合計 2,017,000 700,745 2,717,745



1５
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、
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度
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県
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算
（
第
１
号
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議第67号

平成22年度滋賀県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ722,086千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ422,214千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

｡



議
第
印
号
平
成
ｍ
年
度
滋
賀
県
中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

1６

歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

１操越金

１操越金

千円

1３，９１４

13,914

千円

△７，２８８

△７，２８８

千円

6,626

6,626

２藷収入

１県預金利子

２貸付金元利収入

1,130,386

1,500

1,128,886

△714,798

△５６０

△714,238

415,588

940

414,648

歳入合計 1.144,300 △722,086 422.214

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計

１商工観光労働費

１中小企業支援資
今昏什璽業馨

千円

12,559

12,559

千円

△７，８４８

△７，８４８

千円

4,711

4,711

２公債費

１公債費

1,128,741

1,128,741

△714,238

△714,238

414,503

414,503

露出合計 1,144,300 △722.086 422,214
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（
第
１
号
）

平成22年度滋賀県農業改良資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の農業改良資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,652千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ130,452千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子
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議入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

１操入金

１一般会計繰入金

千円

７，５９７

7,597

千円

△６，３６３

△６，３６３

千円

1,234

1,234

２操越金

１操越金

53,094

53,094

36,465

36,465

89,559

89,559

３諸収入

２貸付金元利収入

37,109

37,009

1,916

1,916

39,025

38,925

４県償

１県償

12,000

12,000

△１１，３６６

△１１，３６６

634

634

歳入合計 109,800 20,652 130,452

歳出

歌 項 補正前の額 補正額 計

１農政水産業費

１農業改良資金賃
付事業響

千円

107,597

107,597

千円

△６０，６８０

△６０，６８０

千円

46,917

46,917

２公債餐

１公債費

2,103

2,103

22,000

22,000

24,103

24,103

３予備費

１予備費

100

100

5９，３３２

59,332

59,432

59,432

歳出合計 109,800 20.652 130.452
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第２表地・方償補正

変更

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

就農支援資金貸付金 １２
千円

０００
千円

６３４

計 １２．０００ ６３４
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議第69号

平成22年度滋賀県林業・木材産婁改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24,917千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ313,917千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子
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歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

１操越金

１繰越金

千円

86,733

86,733

千円

30,917

30,917

千円

117,650

117,650

２藷収入

１貸付金元利収入

147,267

147,267

△6,000

△６，０００

141,267

１４１，２６７

歳入合計 289,000 24,917 313.917

歳出

款 項 補正前の額 補正額 計．

１琵琶湖環境費

１林業・木材産業
改善資金貸付事
業響

千円

170,752

30,445

千円

△４７

△．４７

千円

170,705

30,398

２公債費

１公債費

55,700

55,700

△６２３

△６２３

55,077

55,077

３予備費

１子備費

62,548

62,548

25,587

25,587

88,135

88,135

歳出合計 289,000 24,917 313.917
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平成22年度滋賀県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,673千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ68,273千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子
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●
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議入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

２操越金

１繰越金

千円

540739

54,739

千円

8,036

8,036

千円

62,775

62,775

３藷収入

１県預金利子

5,623

440

△３６３

△３６３

5,260

7７

歳入合計 60.600 7.673 68.273

歳出

敦 項 補正前の額 補正額 計

２予備費

ｌ子備費

千円

40,299

40,299

千円

7,673

７，６７３

千円

470972

4７０９７２

歳出合計 60,600 7,673 68,273
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､議第71号

平成22年度滋賀県公債管理特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の公債管理特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ516,710千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ96,033,081千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉，田由紀子

Ｃ



2５
議
第
ｎ
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
公
債
管
理
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

歳入

第１表歳入歳出予算補正

歌 項 補正前の額 補正額 計

ｌ操入金

１一般会計繰入金

２特別会計繰入金

千円

81,146,371

76,254,496

40891,875

千円

516,710

△1,067,667

1,584,377

千円

81,663,081

75,186,829

6,476,252

歳入合計 95,516.371 516,710 96.033.081

践出

款 項 補正前の額 補正額 計

１公債費

１公償費

千円

９５，５１６，３７１

９５，５１６０３７１

千円

516,710

516,710

千円

96,033,081

96,033,081

歳出合計 95,5160371 516,710 96,033,081



2６

議 議第72号第
氾
号
平
成
躯
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
〈
第
３
号
）

平成22年度滋賀県流域下水道事業特別会計補正予算（第３号）

平成22年度滋賀県の流域下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ427,811千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ21,595,807千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条地方債の追加および変更は、「第２表地方債補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

■



2７
議
第
ね
号
平
成
ｍ
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

ｌ分担金及び負担

金

１負担金

千円

9,188,103

9,188,103

千円

△1,003,982

△1,003,982

千円

8,184,121

8,184,121

２使用料及び手数

科

１便用料

1,282

1,282

２

２

1,284

1,284

３国庫支出金

１国庫負担金

3,835,131

3,835,131

△２，１６２

△２，１６２

3,832,969

3,832,969

４財産収入

１財産運用収入

27,819

27,819

△９，４３５

△９，４３５

18,384

18,384

５繰入金

１一般会計繰入金

２基金繰入金

3,664,104

30396,196

267,908

△153,315

△３５，９８２

△117,333

3,510,789

3,360,214

150,575

６綴越 金

１繰越金．

20049,152

2,049,152

△１７，２７９

△１７，２７９

2,031,873

2,031,873

７藷収入

１受託事業収入

２雑入

３県預金利子

7,305

4,783

2,522

6,582

△２７３

6,155

700

13,887

4,510

8,677

７００

８県償

ｌ県償

2,395,100

2,395,100

1,607,400

1,607,400

4,002,500

4,002,500

歳・入合計 21,167,996 427,811 21.595.807



議
第
犯
号
平
成
皿
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

⑤０

銭出

款 項 補正前の額 補正額 計

ｌ琵琶湖環境費

１流域下水道費

２流域下水道管理
藩

千円

15,525,421

7,164,982

8,360,439

千円

△1,161,943

△120,525

△1,041,418

千円

14,363,478

7,044,457

7,319,021

２公債費

１公債費

4,166,581

4,166,581

1,589,754

1,589,754

5,756,335

5,756,335

歳出合計 21.167.996 427,811 21,595,807



2９
議
第
ね
号
平
成
ｍ
年
度
滋
賀
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

１追加

第２表地方償補正

起償の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

借換償
千円

1,655,300 普通貸借または

証券発行

船

10.0以内 借入日の翌日から３年以

内据え霞き、１０年以内の期

間において償還する。

ただし、借入先の融資条

件、財政その他の都合によ

り償還期間の短縮および据

極期間の延長をし、または

繰上償還を行うことができ

る｡

計 1,655.300

２変更

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

流域下水道建設事業費 １ ５３７

千円

５００ １ ４８９

千円

６００

計 ２．３９５ １００ ２．３４７ ２００



3０

織
第
ね
号
平
成
理
年
度
滋
賀
県
土
地
取
得
事
業
特
別
会
計

議第73号

平成22年度滋賀県土地取得事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の土地取得事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ527,290千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ392,810千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

掴
正
予
算
（
第
１
号
）



3１
議
第
ね
号
平
成
ｍ
年
度
滋
賀
県
土
地
取
得
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

'一．J－Ｉｌ

歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

１財産収入

１財産運用収入

２財産亮払収入

千円

418,000

44,500

373,500

千円

△240,934

△２８，４９１

△212,443

千円

177,066

16,009

161,057

２操入金

１基金繰入金

２一般会計繰入金

2,100

２，１００

△５６

△ 156

100

2,044

1,944

100

３県償

１県償

500,000

500,000

△286,300

△286,300

213,700

213,700

議入合計 920,100 △527.290 392,810

賎出

款 項 補正前の額 補正額 計

１土木交通費

１土木交通管理費

千円

918,000

918,000

千円

△527,134

△527,134

千円

390,866

390,866

２公債費

１公債費

２，１００

2，１００

△ 156

△１５６

1,944

1,944

歳出合計 920,100 △527,290 392,810



3２

議
第
閥
号
平
成
翅
年
度
滋
賀
県
土
地
取
得
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

変更

第２表地方償補正

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

公共用地先行取得事業費 ５００
千円

０００ ２１３

千円

７００

計 ５００．０００ ２１３ ７００



議第74号

艤
縢
腕
膓
ｒ
」
階
厩
匹
岸
度
磁
贋
隠
用
品
調
達
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

平成22年度滋賀県用品調達事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の用品調達事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ216,760千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ746,240千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子



3４

ジ

□
Ａ
厩
ａ
一
夕
『
Ｉ
田
７

「
「
臣
円
の
色
ム
『
Ｈ
Ｐ
醐
伍
力
暘
咋
閃
ロ
バ
ｐ
回
醜
即
】
画
面
寺
壺
汚
掴
抗
回
が
ム
エ
１
司
輯
岬
正
子
個
毒
（
龍
へ
１
目
》 ■

第１表歳入歳出予算補正

歳入

款 項 補正前の額 補正額 計

１財産収入

１財産売払収入

千円

961,500

961,500

千円

△236,401

△236,401

千円

725,099

725,099

２操越金

１操越金

１，５００

1,500

19,641

19,641

2１，１４１

2１，１４１

儀入合計 963,000 △216,760 746.240

歳出

歌 項 補正前の額 補正額 計

１総務費

１用品調達事業費

千円

963,000

963,000

千円

△216,760

△216,760

千円

746,240

746,240

歳出合計 963,000 △216,760 746.240



3５
議
第
泥
号
平
成
理
年
度
滋
賀
県
収
入
証
紙
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

議第75号

平成22年度滋賀県収入証紙特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の収入証紙特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ117,363千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ3,249,637千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子



践
第
布
号
平
成
理
年
度
滋
賀
県
収
入
証
紙
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

え６

-歳入

第１表歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補正額 計

１証紙収入

１証紙売払収入

千円

3,366,900

3,366,900

千円

△117,836

△117,836

千円

3,249,064

3,2490064

２操越金

１繰越金

100

100

４７３

４７３

573

573

議入合計 3,367,000 △117,363 3,249,637

歳出

款 項 補正前の額 補正額 へ
計

１緯務費

１収入証紙

千円

3,367,000

3,367,000

千円

△117,363

△117,363

千円

3,249,637

3,249,637

歳出合計 3.367,000 △117.363 3.249.637



議第76号 健
嶬
怖
暘
－
坪
城
陸
俘
陵
磁
畷
腺
隆
償
麟
技
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

平成22年度滋賀県公営競技事業特別会計補正予算（第１号）

平成22年度滋賀県の公営競技事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,378,864千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ50,971,136千円とする。

２歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額ならびに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

上記の織案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子



3８

爵
貰
、
提
．
平
励
２
年
圏
幽
質
県
公
営
競
技
事
業
輔
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

第１表歳入歳出予算補正

震入

款 項 補正前の額 補正額 計

１公営競技事業収

入

１公営競技開催収
入

千円

27,480,720

27,480,720

千円

△1,187,694

△1,187,694

千円

26,293,026

26,293,026

２使用料及び手数

科

１便用料

23,705

2３，７０５

1５

1５

23,720

23,720

３財産収入

１財産運用収入

２財産充払収入

902

892

1０

△７１９

△７０９

△１０

183

183

４操越金

１繰越金

50,000

50,000

9,930

9,930

59,930

59,930

５藷収入

１施設利用料

２県預金利子

３受託事業収入

４雑入

30,794,673

76,003

200

30,704,478

13,992

△6,250,396

△１０，８３５

△１９４

△6,240,726

1,359

24,544,277

65,168

６

24,463,752

15,351

６操入金

１基金繰入金

50,000

50,000

50,000

50,000

歳入合計 58,350,000 △7.378,864 50.971,136



９３

議
第
花
号

平
成
、
年
度
滋
賀
県
公
営
競
技
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

． 歳出 Ｔ

、

款 項 補正前の額 補正額 計

１公営競技事業費

１経営費

２関催費

千円

57,922,531

156,059

57,766,472

千円

△7,375,496

△８，８１１

△7,366,685

千円

50,547,035

147,248

50,399,787

２公債費

１公債費

422,469

422,469

△３，３６８

△３，３６８

419,101

419,101

議出合計 58.350.000 △7,378.864 50.971,136



企業 会 補計 算正 予

●
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4１
議
第
両議第77号

平成22年度滋賀県病院事業会計補正予算（第２号）

（総貝Ｉ）

第１条平成22年度滋賀県の病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入および支出）

第２条収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

収入

平
成
亜
年
度
滋
賀
県
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

支出

（資本的収入および支出）

第３条資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

（補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1,041,276千円は、過年度分損益

勘定留保資金で楠域するものとする.】

ウ

款 項 補正前の額 補正額 :＋

１病院事業収益

ｌ医業収益

２医業外収益

３附帯事業収益

千円

17,592,000

15,065,875

2,319,325

206,800

千円

△３４，９４９

△７７，４３４

46,283

△３，７９８

千円

17,557,051

14,988,441

2,365,608

203,002

款 項 補正前の額 補正額 計

ｌ病院事業費用

l医業費用

２医業外費用

３附帯事業費用

４特別損失

千円

17,838,000

16,994,230

636,970

206,800

千円

△３，８０３

8,136

△２０，８４８

△３，７９８

12,707

千円

17,834,197

17,002,366

616,122

203,002

12,707



4２

議
第
而
号

収入

平
成
配
年
度
滋
賀
県
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（

支出

２

ヰー

（企業債）

第４条起債の限度額を、次のとおり補正する。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第５条議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正する。

款 項 補正前の額 補正額 計

１資本的収入

１企業債

２負担金

千円

2,590,096

1,919,000

666,000

千円

△379,103

△382,300

3,197

千円

2,210,993

1,536,700

669,197

款 項 補正前の額 補正額 計

１資本的支出

１建設改良費

２企業債償還金

千円

3,581,096

1,965,766

1,615,330

千円

△328,827

△382,207

53,380

千円

3,252,269

1,583,559

1,668,710

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

成人病センター病院整備事業費
千円

1,313,600

千円

1,035,000

小児保健医療センター病院整備
事業饗

468,200 365,700

精神医療センター病院整備事業
贄

137,200 136,000

計 1,919,000 1,536.700

科目 補正前の額 補正額 計

職員給与饗
千円

8,254,118
千円

△８４，９３２
千円

80169,186



4３
議
第
而
号
平
成
狸
年
度
滋
賀
県
病
院
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

（他会計からの補助金）

第６条院内保育所の運営、医師派遣機能整備、看霞職員の育成および地域ＩＣＴ利活用広域連

携事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を、次のとおり補正する。

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

〆

科目 補正前の額 補正額 計

補助金
千円

38,678

千円

12,423

千円

５１，１０１



“

議第78号

議
第
ね
号
平
成
ｍ
年
度
滋
賀
県
工
業
用
水
道
事
業

平成22年度滋賀県エ案用水道事業会計補正予算（第１号）

（総貝Ⅱ）

第１条平成22年度滋賀県の工業用水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

（収益的収入および支出）

第２条収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

収入

会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

支出

（資本的収入および支出）

第３条資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

（補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額965,949千円は､減債積立金155,662

千円、建設改良積立金80,000千円、過年度分損益勘定留保資金710,795千円ならびに消費税

および地方消費税資本的収支調整額19,492千円で補填するものとする｡）

収入

歌 項 補正前の額 補正額 計

１工業用水道事業
収益

ｌ誉業収益

２営業外収益

千円

1,177,500

1,162,692

14,808

千円

３３，５５７

17,717

15,840

千円

1,211,057

1,180,409

30,648

款 項 補正前の額 補正額 計

１工業用水道事業
費用

ｌ営業費用

２営業外費用

千円

834,500

777,616

56,884

千円

△１，１３８

489

△１，６２７

千円

833,362

778,105

５５，２５７

款 項 補正前の額 補正額 計

１資本的収入

１藷収入

千円

3,000

3,000

千円

△３，０００

△3,000

千円



4５
議
第
ね
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平
成
皿
年
度
滋
賀
県
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業
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計
補
正
予
算
（
第
１

支出

（蟻会の蟻決を経なければ流用することができない経費）、

第４条織会の鍍決を経なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正する。

（他会計からの補助金）

第５条退職手当および子ども手当に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

18,047千円である。

上記の織案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

歌 項 補正前の額 補正額 計

１資本的支出

１建設改良費

２企業債償還金

千円

1,056,400

598,025

155,663

千円

△９０，４５１

△９１，２２３

772

千円

965,949

506,802

156,435

科目 補正前の額 補正額 計

職員給与饗
千円

152,726

千円

2４，７１１

千円

177,437



4６

議第79号

議
第
ね
号
平
成
ｍ
年
度
滋
賀
県
上
水
道
供
給
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
Ｉ

平成22年度滋賀県上水道供給事業会計補正予算（第１号）

（総伺い

第１条平成22年度滋賀県の上水道供給事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ
る。

（収益的収入および支出）

第２条収益的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

収入

支出

（資本的収入および支出）

第３条資本的収入および支出の予定額を、次のとおり補正する。

（補正後の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,511,632千円は､減債積立金989,806

千円、過年度分損益勘定留保資金1,309,379千円、当年度分損益勘定留保資金1,095,640千円、

当年度利益剰余金処分額7,583千円ならびに消費税および地方消費税資本的収支調整額109,224

千円で補填するものとする。）

収入

款 項 補正前の額 補正額 計

１上水道供給事業
収益

ｌ営業収益

２営業外収益

千円

5,691,900

5,156,256

535,644

千円

△５０，６４８

△１２，２３２

△３８，４１６

千円

5,641,252

5,144,024

497,228

款 項 補正前の額 補正額 計

１上水道供給事業
費用

１営業費用

２営業外費用

千円

4,084,100

3,517,314

566,786

千円

△136,095

△27,016

△109,079

千円

3,948,005

3,490,298

457,707

歌 項 補正前の額 補正額 計

千円

2,213,500
千円

△314,430
千円

1,899,070



／‘

７

ｌ企業債

議
第
ね
号
平
成
迦
年
度
滋
賀
県
上
水
道
供
給
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

1,650,000｜△330,00011,320,000

２補助金 161,200 △ 600 160,600

３出資金 205,750 △ 600 205,150

16,770 213,320

支出

（企業債）

第４条起債の限度額を、次のとおり補正する。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第５条議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を、次のとおり補正する。

（他会計からの補助金）

第６条退職手当および子ども手当に元当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を、
次のとおり補正する。

款 項 補正前の額 補正．額 計

１資本的支出

１建設改良費

２企業債償還金

４補助金返還金

５固定資産購入費

千円

5,389,500

3,809,869

､1,339,614

5,392

9,428

千円

２１，２０２

△633,108

656,642

△１，２５１

△１，０８１

千円

50410,702

3,176,761

1,996,256

4，１４１

8,347

起債の目的 補正前限度額 補正後限度額

南部上水道建設事業費
千円

430,000
千円

290,000

東南部上水道改良事業費 1,220,000 1,030,000

計 1.650.000 1,320.000

科目 補正前の額 補正額 計

職員給与賛
千円

553,307
千円

４６，９４３
千円

600,250
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議
第
ね
号
平
成
理
年
度
滋
賀
県
上
水
道
供
給
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

（利益剰余金の処分）

第７条当年度利益剰余金のうち7,583千円は、次のとおり処分するものと定める。

（１）減債積立金7,583千円

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

科目 補正前の額 補正額 計

補助金
千円

391,094

千円

58,306

千円

449,400



、

議案他そ の の

of



4９

議第80号

議
第
即
号
契
約
の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

契約の締結につき艤決を求めることについて

次のように謂負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第５号および滋賀県議会の議決に付すぺき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第11号）第２条の規定に基づき、議決を求める。

１契約の目的国道421号緊急地方道路整備工事

２契約金額1,037,400,000円

３契約の相手方大阪市中央区博労IUT二丁目２番13号

大豊・大山建設工事共同企業体

代表者大豊建設株式会社大阪支店

支店長佐久間崇



5０

蟻
第
皿
号
財
産
の
処
分
に
つ
き
駿
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

１
１

議第81号

財産の処分につき騒決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

財産の処分につき議決を求めることについて

次のように財産を処分することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８

号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和39年

滋賀県条例第11号）第３条の規定に基づき、議決を求める。

財産の種類、数避および処分予定価格

１財産の種類土地

２処分面積48,889.92平方メートル

３処分予定価格2,760,000,000円

４処分の目的普通財産の売却による処分

(参考）

財産の所在地

契約の相手方

滋賀県草津市西渋川二丁目

大阪府豊中市新千里西町一丁目１番４号

パナホーム・ＭＩＤ都市開発草津市西渋川地区住宅地開発事業共

同企業体

代表者パナホーム株式会社

代表取締役藤井康照



5１
議
第
躯
号
損
害
賠
償
請
求
調
停
事
件
の
調
停
の
合
意
お
よ
び
損
害
賠
償
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額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第82号

損害賠償請求調停事件の調停の合意および損害賠償の額を定めることにつき議決を求めること

について

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

損害賠償請求調停事件の調停の合意および損害賠償の額を定めることにつき議決を求める

ことについて

下記の者が滋賀県を相手方として、民事調停法（昭和26年法律第222号）第２条の規定に基づ

き、調停を申し立てた損害賠償請求調停事件（大津簡易裁判所平成22年（ノ）第165号）につい

て、次のとおり調停に合意し、損害賠償の額を定めることにつき、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第96条第１項第12号および第１3号の規定に基づき、議決を求める。

１申立人の住所、氏名

２調停の要旨

滋賀県は、調停委員会が提示した調停案「解決金円」について合意する。

（参考）

平成22年３月31日滋賀県湖南市東寺四丁目１番１号滋賀県立近江学園において、園生が浴槽内

で死亡した事故について、申立人が平成22年９月13日損害賠償を求めて調停を申し立てたもので

あり、調停委員会が提示した調停案について双方合意に達したものである。



5２

議第83号

議
第
朗
号
県
の
行
う
建
設
事
業
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
関
係
市
町
が
負
担
す
べ
き
金
額
を
定
め
る
こ
と
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を

求めることについて

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

県の行う建設事業に要する経費について関係市町が負担すぺき金額を定めることにつき議

決を求めることについて

地方財政法（昭和23年法律第109号）第27条第２項の規定に基づき、平成22年度において県の

行う次の建設事業に要する経費について、関係市町が負担すぺき金額を定めることにつき、議決

を求める。

事業名 関係市町名
負担すべき金額

既決額 増減額 計

県営経営体育成基轤轄
傭事業

彦根市

長浜市

東近江市

計

問

2,715,000

10,207,000

3,000,000

15,922,000

円

△1,205,000

△3,160,000

△342,000

△4,707,000

円

1,510,000

7,047,000

2,658,000

11.215,000

県営農道整備事業 東近江市

計

4,290,000

4,290.000

△1,712,000

△1.712.000

2,578,000

2,578,000

県営中山間地域総合整
傭事業

長浜市

東近江市

計

7,700,000

400,000

17,904,000

△2,995,000

△190,000

△3.185.000

4,705,000

210,000

14.719,000

県営みずすまし事業 守山市

東近江市

計

4,192,000

3,656,000

7,848.000

△236,000

△１６，０００

△252,000

3,956,000

3,640,000

7.596.000

県営農村振興総合整備
事業

長浜市

計

7,692,000

7.692.000

193,000

193,000

7,885,000

7.885.000

大津市 34,246,600 △3,866,200 30,380,400

彦根市 6,662,800 1,238,800 7,901,600

長浜市 9,605,400 △2,440,500 7,164,900

近江八幡市 16,025,400 △３０，３００ 15,995,100



5３
議
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鋼
号
県
の
行
う
建
設
事
業
に
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す
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経
費
に
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係
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と
に
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て

１
１

事業名 関係市町名
負担すぺき金額

既決額 増減額 計

草津市

守山市

栗東市

甲賀市

野洲市

湖南市

高島市

東近江市

米原市

日野町

竜王町

愛荘町

甲良町

多賀町

計

円

13,376,000

5,975,200

10,435,800

28,490,600

12,415,000

3,520,000

11,259,300

13,831,350

1,759,950

7,920,000

2,640,000

4,197,600

924,000

2,481,900

185,766,900

円

6,547,800

△3,030,000

△3,157,600

7,203,800

2,024,200

△1,588,800

5,799,300

1,956,900

△392,550

435,600

△936,200

△2,171,700

130,050

△729,900

6,992.700

円

19,923,800

2,945,200

70278,200

35,694,400

14,439,200

1,931,200

17,058,600

15,788,250

1,367,400

8,355,600

1,703,800

2,025,900

1,054,050

1,752,000

192.759,600

補助
事業

急傾斜地崩壊対策 大津市

長浜市

近江八幡市

多賀町

計

14,408,100

5,927,900

8,250,000

1,800,000

30,3860000

△1,115,700

△307,703

150,000

△93,050

△1,366.453

13,292,400

5,620,197

8,400,000

1,706,950

29.019`５４７

補助急傾斜
防災事業

地総合流域 大津市

彦根市

長浜市

栗東市

高島市

米原市

計

2,841,200

1,894,200

5,017,600

5,682,400

6,724,200

4,735,400

26,895,000

1,328,800

571,900

△322,300

△708,345

△1,370,985

△115,300

△616,230

4,170,000

2,466,100

4,695,300

4,974,055

5,353,215

4,620,100

26,278,770

補助都市計画街路事業 長浜市

計

21,487,500

21.487,500

△7,987,050

△7,987.050

13,500,450

13.500,450

彦根市 1４，１８１，７５０ △7,777,800 6,403,950

草津市 101,250,000 675,450 101,925,450

守山市 84,579,300 △40,704,075 43,875,225

甲賀市 30,082,500 △11,632,275 18,450,225



5４

議
第
邸
号
県
の
行
う
建
設
事
業
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（参考）

平成22年10月13日鍍決の「県の行う建設事業に要する経費について関係市DHTが負担すべき金額

を定めることにつき議決を求めることについて（議第１１８号）」の金額を改めようとするもので

ある。

事業名 関係市町名
負担すぺき金額

既決額 増減額 計

計 230.093, 5洲'|△ 59,438, 7dil 170,654. 836

単独都市計画街路事業 大津市

草津市

守山市

東近江市

計

2,919,900

4,000,200

2,919,900

1,022,100

11.390.100

△2,378,100

5,736,000

△2,919,900

△437,700

300

541,800

9,736,200

584,400

11,390.400

都市公園事業 野洲市

計

5,260,100

5,260,100

5０

、５０

5,260,150

5,260,150

ただし、関係市町の事業費に増減があった場合においては、知事は、その増減の額に応

じて負担すぺき金額を変更することができる。
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Ｉ

県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議

決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつ

き議決を求めることについて

土地改良法（昭和24年法律第195号）第91条第６項において準用する同法第90条第10項の規定

に基づき、平成22年度において県の行う次の土地改良事業に要する経費について、関係市町が負

担すべき金額を定めることにつき、議決を求める。

事業名 関係市町名
負担すべき金額

既決額 増減額 計

県営かんがい排水事業 彦根市

長浜市

近江八幡市

草津市

守山市

栗東一市

甲賀市

野洲市

湖南市

高島市

東近江市

米原市

日野町

竜王町

計

Ｈ

19,782,000

11,542,000

2,483,000

44,231,000

13,602,000

1,276,000

10,539,000

24,862,000

8,764,000

38,136,000

2,279,000

161,000

2,770,000

2,281,000

182,708,000

Ｈ

△14,427,000

△4,944,000

126,000

△10,665,000

7,007,000

△1,053,000

244,000

7,260,000

△726,000

△10,363,000

115,000

△44,000

141,000

117,000

△27.212.000

円

5,355,000

6,598,000

2,609,000

33,566,000

20,609,000

223,000

10,783,000

32,122,000

8,038,000

27,773,000

2,394,000

117,000

2,911,000

2,398,000

155.496,000

彦根市 4,604,000 △958,000 3,646,000

長浜市 80,056,000 828,000 80,884,000

近江八幡市 4,207,000 5,044,000 9,251,000
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（参考）

平成22年10月13日議決の「国および県の行う土地改良事業に要する経費について関係市町が負

担すべき金額を定めることにつき議決を求めることについて（議第１１９号）」の金額を改めよう

とするものである。

|,鍵1ｔ鑿雲騨驚窒鰄…………fil

事業名 関係市町名
負担すぺき金額

既決額 増減額 計

湖南市

東近江市

米原市

愛荘町

計

Ｈ

4,918,000

23,202,000

21,587,000

88,000

138,662,000

Ｈ

△854,000

5,376,000

△522,000

△２３，０００

8,891.000

4,064,Odil

28,578,000

21,065,000

65,000

147,553,000

県営農道整備事業 湖南市

計

10,572,000

10,572,000

△149,000

△149.000

10,423,000

10,423,000

県営中山間地域総合整
備事業

彦根市

長浜市

甲賀市

尚 島市

東近江市

計

7,031,000

4,945,000

3,705,000

878,000

5,711,000

22.270,000

2,038,000

175,000

2,900,000

△602,000

△1,444,000

3.067.000

9,069,000

5,120,000

6,605,000

276,000

4,267,000

25,337.000

県営農村振興総合整備
事業

長浜市

計

2,194,000

2.194,000

△813,000

△813,000

1,381,000

1,381,000

県営農地防災事業 彦根市

甲賀市

野洲市

局 島市

東近江市

米原市

計

12,336,000

61,820,000

1,400,000

1,365,000

731,000

9,378,000

87,030.000

△351,000

902,000

△488,000

△826,000

1,000

1,200,000

438,000

11,985,000

62,722,000

912,000

539,000

732,000

10,578,000

87,468.000
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流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決を求

めることについて

上記の議案を提出する。

平成23年３月８日

滋賀県知事嘉田由紀子

流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めることにつき議決

を求めることについて

下水道法（昭和33年法律第79号）第31条の２第２項の規定に基づき、平成22年度において県の

行う流域下水道事業に要する経費について、関係市町が負担すべき金額を次のとおり定めること

につき、議決を求める。

関係市町名
負担すべき金額

既決額 増減額 計

大津市
Ｈ

77,339,829 △3,241,1
Ｈ

5６
円

74,098,673

彦根市 226,036,251 △8,197,060 217,839,191

長浜市 251,426,624 △9,117,826 242,308,798

近江八幡市 42,313,629 △1,401,186 40,912,443

草津市 72,278,701 △2,393,457 69,885,244

守山市 102,423,349 △2,592,474 99,830,875

栗東市 107,420,111 △1,915,023 105,505,088

甲賀市 70,126,201 △2,322,179 67,804,022

野洲市 42,880,076 △1,419,943 41,460,133

湖南市 57,607,711 △1,907,638 55,700,073

筒 島市 7,483,500 △947,000 6,536,500

東近江市 107,684,253 △3,690,087 103,994,166

米原市 69,565,495 △2,522,748 67,042,747

日野町 28,152,441 △932,248 27,220,193

竜王町 22,318,032 △739,046 21,578,986

愛荘町 54,152,368 △1,963,801 52,188,567

豊郷町 14,725,040 △533,994 14,191,046

甲良町 16,376,447 △593,882 15,782,565
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（参考）

平成22年10月13日議決の「流域下水道事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を

定めることにつき議決を求めることについて（議第120号）」の金額を改めようとするものであ

る。

関係市町名
負担すぺき金一額

既決額 増減額 計

多賀町
円

16,376,447
｡Ｈ

△593,882
円

15,782,565

計 1.386,686.505 △47,024,630 1,339,661,875

ただし、関係市町の事業費に増減があった場合においては、知事は、その増減の額に応

じて負担すべき金額を変更することができる。


